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公益財団法人函館地域産業振興財団 

令和２年度 事業計画 

 

【基本方針】 

 「令和」新時代に入り、日本経済は緩やかな回復が続いているとされてきましたが、中国経済の

減速、米中通商問題をはじめとした海外経済の影響、消費増税に加えて新型コロナウイルス感染症

の経済活動への影響拡大が深刻さを増す状況となっております。度重なる大規模な自然災害や気候

変動等の影響によると見られる農水産物の生産量低下等懸念材料も多くありますが、今後の人口 

減少・少子高齢化による企業の人手不足は継続するとみられ、第４次産業革命とも言われる AI、IoT、

ロボット等の新技術の実装による生産性向上が大きな課題となっています。 

函館地域においても、ホテルの建設ラッシュや観光客の入り込み数増、クルーズ船寄港数増に  

よる交流人口の増加があった一方、イカや天然コンブの不漁やそれに伴う加工原料の高騰、人手  

不足に加えて新型コロナの影響など、関連業界の状況は一層厳しいものとなっております。 

 当財団の運営では、超低金利による運用益低迷が続いており、十分な運用益の確保は当面見込め

ない状況にあります。その中で財団の機能を維持し地域産業を継続的に支援するために、事業の  

見直しや経費削減、事業の効率化、関係機関との連携や外部資金の有効活用を図って参りますが、

より安定した地域産業支援の継続のため積立資産の一部取り崩しで対応します。 

 このような厳しい状況ではありますが、当財団の中・長期的な方針である「様々な地域資源を  

地域の英知を集めて活用し持続的な産業振興を図ること」を目的として、地域課題の解決に向け  

効果的な取り組みを継続して進めて参ります。 

 平成２９年度から始まった北海道立工業技術センター試験研究用機器の更新及び研究職員の補充

は計画に沿って進んでおり、加えて昨年度の『北海道 AI・IoT オープンイノベーション・プラット

フォーム』開設に伴う IoT 分野の試験研究・評価機器の整備、公立はこだて未来大学との連携協定

締結など、地域の期待に応える企業支援や研究成果を上げられるよう一段の努力をして参ります。 

 また、先端技術を積極的に活用して各関係機関と連携しながら地域資源の付加価値向上や地域 

企業の生産性向上に取り組むことで持続可能な地域産業の構築を支援し、政府が目指す新たな社会

「Society5.0」の動きに対応するとともに国連が提唱する「SDGs」達成へ貢献して参ります。 

 

※「Society5.0」：IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビッグデータといった先端技術をあらゆる産業や社会生活に   

取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会。第５期科学技術基本計画（2016～2020 年度）

において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された。 

 

※「SDGs」：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。2015 年 9 月の国連サミットで採択

された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年までの国際目標。持続可能な世界を

実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会の実現を目指している。 

 

【事業重点項目】 

 

１．工業技術センターの地域企業による有効活用の促進 

 

２．先端技術の導入支援等による地域企業の生産性向上 

 

３．創業等に対する継続的な支援 
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【事業重点項目】 

 

１．工業技術センターの地域企業による有効活用の促進 

 工業技術センターの拡充された機器を十分に活用し、新たな地域ニーズに対応するとともに、  

地域企業による積極的な活用を促します。その上で地域の特性に根ざした試験・研究・開発を通じ

て、函館地域はもとより北海道における技術の高度化と北海道経済の発展を目指します。 

 

①地域企業による工業技術センターの機器活用の促進 

②拡充された機器を活用した人材の育成 

 

 

２．先端技術の導入支援等による地域企業の生産性向上 

 地域課題の解決に向け、技術相談や受託・共同研究等によって地域ニーズを的確に把握し、地域

の大学高専等の学術機関や道総研等の試験研究機関と連携して、IoT や AI 等の先端技術も活用し 

つつ地域企業の生産性向上を図り、持続可能な地域産業の構築に貢献します。 

 

①技術相談や受託・共同研究の積極的推進 

②地域企業への先端技術の導入支援 

③地域企業の生産性向上 

 

 

３．創業等に対する継続的な支援 

 平成２７年度に策定した創業支援事業計画に続き、本年度、国から新たな創業支援等事業計画の

認定を受け、認定連携創業等支援事業者として函館市、北斗市、七飯町と一体となり、創業支援   

事業を実施します。これまでに構築した地域の産学官金による創業支援体制を有効活用し、創業者

や創業を志す者を各段階に応じて、資金面も含めて継続的に支援します。 

 

①創業人材の継続的な育成・支援 

②新分野進出や起業化により新事業展開を図る企業への支援 
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（公益目的事業） 
 

公１ 産業技術支援事業 

函館地域の産業振興、活性化を図るため、地域の企業等に対する技術研修、研修指導や研究

開発費等に対する助成のほか、大学のシーズと企業ニーズとのマッチングをサポートしてクラ

スター形成の支援等を行う。 

 

１ 人材育成  

（１）研修指導事業 

① 目的 

地域企業の高度技術の開発又は利用を促進するため、企業の経営者、技術者等に  

対し、産業技術研修や指導、助言等を行う。 

② 事業概要 

区分 事業内容等 期間 定員 回数 

産業技術研修 セミナー、実技研修会の開催 １日 ２０～５０人 ５回 

技術 

コンサルティング 

技術コンサルタント、デザイナー

の派遣によるコンサルティング 
１日 ２企業 ２回 

研修生受入れ 
工業技術センターにおいて、地域企業等から研修生を受入れ

指導する。 
随時 

異業種交流推進 地域異業種交流活動の支援 

③ 事業費 

１，０３７千円 

 

（２） 技術者研修助成事業 

① 目的 

企業の研修活動を促進し、地域企業の技術者等を育成するとともに地域への技術 

移転を進めるため、函館地域の企業に対し技術者等の研修に要する経費の一部を助成

する。 

② 事業概要 

地域企業の技術者等を大学、研究機関、企業等に派遣し、高度技術に係る研修を  

行わせようとする場合に必要となる経費の一部を助成する。 

ア 対象企業 

函館地域内で製造業又はソフトウェア業を営んでいる者、または函館地域産業振

興財団が特に認める者 

イ 対象経費 

研修に要する旅費、滞在費、その他財団が認める経費 

ウ 助成額 

対象経費の３分の２以内とし、予算の範囲内で１企業当たり年２回（各２名分）

まで、助成する。 

③ 事業費 

５００千円 
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２ 企業等の技術力向上支援  

（１） 研究開発助成事業 

① 目的 

高度技術の開発促進や高度技術を利用する企業等を育成するため、函館地域の企業

が高度技術、新製品の研究を行う場合に研究開発費の一部を助成する。 

② 事業概要 

ア 対象企業 

函館地域内で製造業又はソフトウェア業を営んでいる者 

イ 対象事業 

高度技術、新製品の開発に関する試作研究及び基礎研究 

ウ 対象経費 

試作研究事業に係る原材料、副資材等の購入経費その他財団が認める経費 

エ 助成額 

対象経費の３分の２以内とし、１件当たり３，０００千円を限度とする。 

 ただし、ソフトウェア開発の場合は、１件当たり１，５００千円を限度とする。 

③ 事業費 

６，４５５千円 

 

（２） 財団活動ＰＲ事業 

① 目的 

財団の支援制度や工業技術センターの各種事業のＰＲを積極的に行い、工業技術 

センターの利用を促進する。 

② 事業概要 

区分 事業内容等 

研究成果品等のＰＲ事業 

① 渡島・檜山管内の関係機関、企業等を訪問し、工業技術センター

の利用促進を図る。 

② 道内外で開催される展示会・イベント等で北海道立工業技術セン

ターブースを設け、研究成果を公表するほか、センターの利用促進

を図る。 

 ※ビジネスＥＸＰＯ、北洋銀行ものづくりテクノフェア 

財団ＷＥＢサイトの活用 財団ＷＥＢサイトで道南の中小企業の紹介等を行う。 

その他 パンフレット作成、新たなＰＲ方法の調査研究 

③ 事業費 

１，８９７千円 
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公２ 高度技術研究開発等推進事業 

函館地域の技術の高度化や技術シーズの蓄積のため、地域の産業構造を踏まえ、産業ニーズ

に即した先端技術分野における研究開発及び北海道立工業技術センターの業務（試験分析、 

技術相談等）を行うとともに、当該施設の指定管理者として施設機能の一体的かつ効果的な 

運営を行い、地域の産業振興、活性化を図る。 

また、地域の企業や他の試験研究機関等との共同研究を実施するとともに、国の機関等が 

募集する競争的外部資金事業導入を積極的に推進し、地域全体の技術的な底上げを図る。 

 

１ 技術研究開発  

（１） 高度技術開発・応用研究事業 

① 目的 

地域ニーズを踏まえた先端技術分野における基礎及び応用技術の研究開発を推進 

する。（10テーマ） 

② 研究開発テーマ 

ア 地域産業のロボティクス最適化モデルに関する調査研究（R2～R4） 

イ 生産情報収集のための IoT及び関連技術に関する調査研究（R1～R3） 

ウ スパッタ法による薄膜作製技術の研究（H30～R2） 

エ 導電性セラミックス材料を強化材とした複合材料の開発（R1～R3） 

オ 食関連材料の高度冷凍技術に関する研究開発（R2～R4） 

カ 地域海藻素材の高度加工技術に関する研究開発（R2～R4） 

キ 地域資源を活用した発酵食品の高付加価値化（R2～R3） 

ク 地域食品素材の機能性活用に向けた研究開発（R2～R4） 

ケ 地域資源に特異な DNA塩基配列の探索・利用技術の開発研究（R2～R4） 

コ 栄養知覚情報を活用した地域食資源の利用性向上に係る研究（H30～R2） 

③ 事業費 

５，９５２千円 

（２） 起業化支援研究等推進事業 

① 目的 

大学等との共同研究を円滑に実施するため、研究課題の企画調整及び関係機関との

連絡調整を行う。 

② 事業費 

２１７千円 

（３） シーズ活用支援事業 

① 目的 

これまで実施してきた地域産業化支援事業と自主研究開発事業を統合し、工業技術

センターや大学等の技術シーズを事業に活用する可能性の見極めや、地域企業等の 

製品開発初期段階の課題解決を行い、新製品開発や新事業創出につなげる。 

② 事業費 

１５０千円 

（４） 共同研究開発事業 

① 目的 

地域企業等における技術開発や新製品開発を促進するための共同研究を行う。 

② 事業費  

１０，０００千円 
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（５） 研究開発プロジェクト事業 

① 目的 

国・自治体等からの補助・委託を受け、大学や高専などの学術研究機関や公的試験

研究機関及び地域企業等が産学官連携等により実施する研究開発事業について、当 

財団がその中核機関となって推進する。 

② 事業概要 

ア 養殖業成長産業化技術開発事業（R1～R2） 

ａ 目的 

既に活動している共同研究機関の構成員となり、水産庁からの委託事業を共同

連帯して実施する。 

ｂ 概要 

ブリ類、まぐろ類等を対象とした酸素充填による生食用冷凍水産物の高品質化

技術を開発し、業界団体、養殖業者及び加工業者と連携して貯蔵試験、品質評価

試験を実施し、実用化に向けた基盤を整備する。 

ｃ 事業費 

１，８４７千円 

イ 戦略的基盤技術高度化支援事業（R1～R3）  

ａ 目的 

東北経済産業局の補助事業。北海道大学と共に、研究等実施期間として「ウニ

の実入改善を実現す海藻等未利用バイオマス再資源化と利用技術の確立」事業に

参画し、海藻の未利用部位の再資源化手法を確立する。 

ｂ 概要 

国内最大の養殖コンブの産地である函館市南茅部を中心に、コンブの葉先や 

元茎、ガニアシ等の端材を対象として、その発生量や回収手段を調査し、再資源

化に必要な工程を明らかにし、採算性を検証する。 

ｃ 事業費 

２，２５０千円  

ウ 地域企業生産性向上事業（R1～R3）  

ａ 目的 

道内製造業へのＩｏＴ、ロボティクスをはじめとした先端技術等の導入・応用

を推進し、地域企業の生産性向上と、良質で安定的な雇用の創造を図る。 

ｂ 概要 

ものづくり企業など機械器具の製造側と、食品製造業などのユーザー側を一体

的に支援するための技術支援や専門人材の育成を行う。 

ｃ 事業費 

７，５００千円  

エ 標準化調査研究事業 

ａ 目的 

一般財団法人日本規格協会が経済産業省より委託を受けて実施する事業におい

て、生鮮魚介類の科学的鮮度評価法に関する国際標準化提案を行うことを目指し、

調査を行う。 

ｂ 概要 

魚介類の新鮮さは人の感覚によって判断されており、その科学的な定義が不明

確であるため、明確な基準による新たな鮮度センシング技術の開発を加速するた

めに、生鮮魚介類の鮮度評価法に関する動向調査や妥当性の評価等を行う。 
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ｃ 事業費 

２,５００千円 

オ 研究成果展開事業（Ａ－ＳＴＥＰトライアウト） 

※課題名 小さい温度差のみで駆動可能な水素吸蔵合金アクチュエータの基本 

特性の解明 

ａ 目的 

国立研究開発法人科学技術振興機構の委託事業で、日射量による温度差を利用

した環境負荷が低い駆動力を得る技術の具現化を目指す。 

ｂ 概要 

数度の小さな温度差から駆動力を発生する水素吸蔵合金アクチュエータの入力

熱と駆動力の基本特性を明らかにする。 

研究期間は令和３年度 10 月末までで、令和３年度の事業費は 1,049 千円の  

予定。 

ｃ 事業費 

１,９５０千円 

カ 生鮮水産物の新鮮度の試験法及びＪＡＳ作成に係る調査等事業 

※委託事業名 生鮮水産物の新鮮度の試験法、および高品位出荷プロセスの日本

農林規格の作成に係る調査等の委託事業 

ａ 目的 

日本規格協会より委託を受ける農林水産省関連事業。生鮮水産物の公正な取引

を推進し、海外市場における日本産生鮮水産物の品質の優位性を科学的に証明 

するため、鮮度の試験法並びに品位を保持した流通プロセスの規格化を目指す。 

ｂ 概要 

試験方法の規格化のため、分析手法を開発し分析手順書を作成する。それを基に

外部機関 10 機関による室間共同試験を行い、妥当性を評価する。また、ＪＡＳ 

策定に向けた推進会議を開催する。 

ｃ 事業費 

８,２００千円 

キ 海藻スプラウトの陸上養殖プロジェクト 

ａ 目的 

ノーステック財団の市場動向対応型研究開発支援事業により、共和コンクリー

ト工業株式会社が実施する研究に共同実施者として参画し、海藻スプラウトの 

生産構築と概念啓発による新規市場創出を図る。 

ｂ 概要 

海洋深層水を利用した海藻の陸上養殖システムを構築すると同時に、紅藻ダル

スを中心とした海藻スプラウトの生産技術の確立を目指し、その生産性を調査し

新規市場創出を図る。 

ｃ 事業費 

１,１００千円 

（６） 技術研究開発成果フォローアップ事業 

① 技術研究開発成果フォローアップ 

ア 目的 

これまでに蓄積された工業技術センターの技術研究開発成果について、事業化に

伴う課題のフォローアップなどを行う。 
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イ 事業概要 

・ 関連する技術調査の実施 

・ 知的財産権フォローアップほか 

ウ 事業費 

３３１千円 

 

２ 北海道立工業技術センター運営管理  

（１） 北海道立工業技術センター指定管理者事業 

① 目的 

北海道立工業技術センターの指定管理者業務を行う。 

② 事業概要 

北海道立工業技術センターの施設設備の維持管理のほか、会議室・研修室及び試験

研究機器の貸し出し及び使用料の徴収、見学者・来客者対応等の業務を行う。 

③ 事業費 

２２,６６７千円 

（２） 維持管理事業・維持運営事業 

① 目的 

北海道立工業技術センターの試験研究機器等を常に良好な状態に維持し、地域企業

等による利用や試験分析依頼などのニーズに対応するとともに、財団職員の研究開発

環境を保全する。 

② 事業概要 

・ 工業技術センターの試験研究機器の修繕や点検整備・補修等 

・ 施設内の冷暖房管理や通信回線等の環境整備 

③ 事業費 

維持管理事業  ７，５１６千円（試験研究機器等の修繕・点検ほか） 

維持運営事業 ３０，３４６千円（光熱水費・電話料金ほか） 

計     ３７，８６２千円 

（３） 試験分析事業 

① 目的 

地域企業等からの依頼を受けて試作品や製品等の品質評価のための試験分析を行い、

製造工程の見直しや技術力の向上を図る。 

② 事業概要 

細菌数測定、強度試験、定性元素分析、一般成分分析など 

③ 事業費 

７００千円 

（４） 技術相談事業 

① 目的 

企業等が行う新製品の開発や製造工程等における技術的諸問題を解決するための 

技術相談を行う。 

② 事業概要 

区分 事業内容 

個 別 技 術 相 談 
工業技術センターにおいて、技術相談の申込みのあった企業から個別に相談を

受け、技術的諸問題の解決を図る。 

巡 回 技 術 相 談 企業を訪問して個別に相談を受け、技術的諸問題の解決を図る。 
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③ 事業費 

９４４千円 

（５） 研修事業 

① 目的 

地域企業の技術の高度化を図るため、先端的な技術及び基礎・応用技術の修得を  

目的とした実践的な研修を行う。また、個々の企業における技術的課題の多様化に  

対応するための個別技術研修を行う。 

② 事業概要 

区分 定員 テーマ数 

一般技術研修 短期 ２０～１００名 ５回 

実技研修 １０名 １回 

個別技術研修 ４５名 ３分野×１５回 

③ 事業費 

１，０２６千円 

（６） 技術情報提供事業 

① 目的 

地域における新製品開発や技術改善を行う環境を整備するため、日本工業規格  

（ＪＩＳ）や工業技術に関する専門図書の閲覧のほか、外部機関を活用した技術情報

の提供を行う。 

② 事業概要 

工業技術情報などについてのデータ及び図書による情報提供を行う。 

③ 事業費 

１，００３千円 

（７） 広報等事業 

① 目的 

工業技術センターの事業内容及び研究開発成果等を地域内外へ広くＰＲして、利用 

拡大を図る。 

② 事業概要 

区分 事業内容 

広報 
ホームページやパンフレット等による広報活動、「工業技術センター業務報告書」

及び「ＨＩＴＥＣニュース」の提供 

成果の展示 先端技術及び研究開発成果の展示 

③ 事業費 

５５６千円 
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公３ 地域産業活性化支援事業 

地域企業等の起業化に対する助成とともに、市場販路開拓やコーディネート等による支援を

行うほか、函館市産業支援センターの指定管理者業務により、施設管理を通じて入居者等の 

起業化をサポートする。また、新規企業の誘致活動を支援し、地域産業の活性化を図る。 

 

１ 中小企業等支援  

（１） 市場販路開拓等事業  

① 目的 

函館地域等の技術シーズ・新製品等の市場販路開拓を目的として、道内外の各種  

展示会へ出展するほか、企業が各種展示会へ出展する際の費用の一部を助成する。 

 また、販路開拓・拡大に関連したセミナーを実施する。 

② 市場販路開拓等事業 

ア 地域技術・製品市場販路開拓事業 

地域特有の技術シーズ・新製品等の市場販路開拓のため、財団が中心となり、  

函館地域として商談会・展示会へ地域企業等と共同出展する。 

イ 出展支援助成事業 

函館地域内で製造業、ソフトウェア業を営む企業等が道内外の展示会へ出展する

際の経費の一部を助成する。 

・ 対象企業：函館地域内で製造業又はソフトウェア業を営んでいる者 

・ 対象事業：各種展示会への出展 

・ 対象経費：展示会に係る出展料、旅費（航空賃、鉄道賃、車賃及び宿泊料※）、   

ブース装飾費用、その他財団が認める経費  

※ ただし、領収書に基づき財団規程額を上限として支給 

・ 助成額：助成対象経費の２分の１以内で限度額は１社７５万円 

ウ 販路拡大セミナー（※函館市産業支援センター事業） 

販路開拓・拡大に関連した内容のセミナーを実施し､企業の販促活動を支援する。 

事業内容等 期間 定員 回数 

販路開拓・拡大セミナーの開催 １日 ３０人 １回 

エ 事業費 

６，３４２千円 

 

２ 函館市産業支援センター運営管理  

（１） 函館市産業支援センター指定管理者事業 

① 目的 

函館市産業支援センターの指定管理者業務を行う。 

② 事業概要 

ア 函館市産業支援センター施設の維持管理等 

入居者及び起業者が利用する施設設備の維持管理のほか、マルチメディアルーム 

及び機器の使用許可、使用料の徴収、見学者・来館者対応等の業務を行う。 

イ 入居者募集・施設ＰＲ及び入退居手続き 

インキュベータルーム、インキュベータファクトリーおよびプレインキュベータ

ルームの入居・卒業・退居時期に合わせ、入居者募集のため地域内外において、   

入居者募集のＰＲを行うほか、随時、創業相談窓口において施設のＰＲ等を行う。 

 また、全道・全国規模の展示会においてＰＲを図る。 
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ウ 入居企業等への支援 

ａ 入居者への定期的な面談等による支援 

事業計画や製品化計画のブラッシュアップなど必要な支援を行う。 

ｂ 入居・卒業企業及び支援機関の交流促進 

入居者等の交流を促進するため、交流イベントを企画するほか、地域自治体や

支援機関との情報交換を目的として関係団体連絡会議を開催する。 

ｃ 入居者及び卒業企業を対象とした事業拡大・販路開拓に係る支援 

道内外の総合展示会に、産業支援センターとして入居企業等と出展するなど、

事業拡大・販路開拓などの支援を行う。 

エ 起業・創業人材の育成 

ａ 創業支援セミナーを開催して、函館地域における起業意識の醸成を図る。 

ｂ 創業者向け研修会を開催して起業する際に必要とする知識･スキルの習得を図る。 

③ 事業費 

２１，６７２千円 

（２） 産業支援センター財団独自事業  

① 目的 

函館地域の新事業創出・起業化を支援することにより、函館市産業支援センターへ

の入居を促進するほか、支援機関と連携した支援体制を構築し、産学官金による企業

支援を行う。 

② 事業概要 

ア 創業・起業等に係る無料窓口・個別相談 

函館市産業支援センターにおいて、創業・起業に係る無料窓口・個別相談を行う。 

イ 支援団体・機関との連携・交流・調査 

・ 創業・起業支援に関する先進地域・事例の調査・スキルアップ研修費用 

・ 他地域の関係機関等との連携・交流 

ウ その他 

財団が事業協定を締結している金融機関等との連携による企業支援を行う。 

③ 事業費 

４０６千円 

 

３ 起業者への育成・支援   

（１） 起業化促進事業 

函館地域の企業が起業化にあたって、抱える課題の解決や新たに創業者を醸成する

ため、その支援体制を構築し、各種事業を実施する。 

① 創業者の育成 

ア 目的 

創業者、創業予定者又は新規事業化を図る企業経営者が必要とする基礎知識、  

ビジネスプラン作成手法の習得を支援し、地域における創業意識の醸成を図る。 

イ 事業概要 

ａ 創業支援セミナー  

・ 新規事業セミナー 

起業家等による新規事業化への取組みや創業体験をテーマとした講演 

対象者：創業を目指す者、創業に興味・関心のある者および企業経営者等 
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・ 創業スキルアップ講座 

創業予定者が必要とするスキルの習得を目的とした連続セミナー 

ビジネスアイデアの具体化、事業計画の考え方、マーケティング、資金繰り

等の財務等の講座を６～８回開催予定。（※産業支援センター実施分含む） 

対象者：創業を目指す者及び興味・関心のある者 

定 員：各回８～１５名程度 

・ 創業等イベント開催支援 

創業支援に関係する団体等との共催により、創業意識の向上を図るイベント

を開催し、創業者と支援者のマッチングを促進する。 

ｂ ビジネスプラン作成スクール  

開催期間：約４ヶ月間（全１１回予定） 

対 象 者：創業や事業推進に必要なビジネスプラン作成手法の習得を目指す者 

受講者数：３０名程度 

講 師：１５名程度（各種専門家及び財団ＩＭ等）※ＩＭ:ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 

ウ 事業費 

４，８７６千円 

② ネットワークによる創業支援 

ア 目的 

函館地域で創業・新分野進出・新規事業にチャレンジする創業者・企業等の相談・

フォローアップ対応を行うため、創業支援体制を整備する。 

また、企業、創業者が抱える課題に迅速に対応し、その解決を図るため、地元の

有識者（企業経営者、金融機関、経営コンサルタント、大学教員、税理士、会計士

及び社労士等）に財団が認証登録する「函館きぎょうサポーター」への登録促進を

図り、「函館きぎょう支援ネットワーク」を組織し、地域の起業化支援インフラと  

して整備する。 

イ 事業概要 

ａ 創業相談窓口の設置 

創業希望者や創業者のワンストップ窓口として、函館市産業支援センターに 

専門員を配置して、常設の創業相談窓口を開設する。 

ｂ 創業者のフォローアップ 

創業相談者やビジネスプラン作成スクール・実践創業塾の修了生など、創業者

や創業予定者等に対し、ビジネスプランのブラッシュアップや創業初期段階に 

必要なフォローアップ支援を行う。 

ｃ 函館きぎょう支援ネットワークによる事業化相談会 

相談者の課題解決を図るため「函館きぎょう支援ネットワーク」に登録の  

「函館きぎょうサポーター」から専門員が必要に応じて複数名をマッチングし、

事業化相談会を開催する。 

ｄ 支援者ネットワークとの連携 

起業支援を強化するため日本ビジネス・インキュベーション協会などの全国的

なネットワークとの連携等により、支援担当者のスキルアップを図る。 

ウ 事業費 

５，８３２千円（函館市との共同事業分） 

３，８４６千円（北斗市および七飯町との共同事業分） 

計 ９，６７８千円 
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③ 創業バックアップ助成金（一般枠・若者枠） 

ア 目的 

函館地域（函館市、北斗市及び七飯町）で創業する事業者に対して資金助成する

ことにより創業促進を図る。 

イ 事業概要 

本事業は、各自治体において創業する事業者に対して、当財団が一括して募集  

審査を行い、採択された事業計画について、創業・立地する自治体が独自に予算の

範囲内で財団を通じて資金助成を行う。 

ａ 対象者 

一般枠：函館地域に事業拠点を設け、新たに創業する者または創業５年以内の者 

若者枠：上記要件に加え、３５歳未満の者 

ｂ 対象事業 

製品やサービス等に優位性（新規性、創意性、強みなど）・発展性があり、新た

な需要や雇用の創出など、地域経済の活性化につながる事業 

ｃ 対象経費 

対象事業に係る費用のうち、以下を除く費用を助成する。 

（※ 助成率１０/１０ 採択案件毎に設定される上限額まで） 

【対象外の費用】 

土地建物の購入費、食糧費・交際費等の消費的経費、申請者、申請者と生計を

一とする家族従業員及び役員の人件費 

ｄ 事業費 

８，０００千円（函館市 予算枠） 

６，０００千円（北斗市 予算枠） 

６，０００千円（七飯町 予算枠） 

計 ２０，０００千円 

 

４ 地域産業活性化  

（１） 広域的産業立地支援事業 

① 目的 

函館圏２市１町（函館市、北斗市、七飯町）及び関係団体で組織する函館地域経済

牽引事業促進協議会の事務局業務を行う。 

水産や農業に恵まれた自然条件や活発な産学連携の取り組みなどを生かし、基本計画

（平成３１年～令和４年度）に基づき、「水産・海洋関連産業」、「農業関連産業」、   

「機械金属関連産業」、「情報技術・情報サービス関連産業」の新規立地による地域の 

活性化と技術の高度化を目指す。 

② 事業概要 

各種イベント等へ出展し、函館地域への立地の優位性のＰＲを実施し、企業誘致  

活動を行う。 

③ 事業費 

５，０００千円 
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（収益等事業） 
 

収１ 受託等事業 

行政機関や企業等からの受託等により、技術力の向上、新技術・新製品開発のための研究  

開発、経営基盤強化等に資する事業を行うほか、地域企業等に対し、財団が保有する知的財産

権の活用を促進する。 

 

（１） 受託研究開発事業  

① 目的 

当財団が有する知識、技術及び施設を活用して、地域企業等から研究開発業務を  

受託することにより、委託先企業の技術高度化を図る。 

② 事業概要 

定款に定める財団の事業目的に合致している研究開発内容で、公益目的事業の遂行

に支障を生じるおそれがない場合に、地域企業等の外部機関からの申込みを受けて 

実施する。 

研究完了後、当該研究成果について、結果報告書により報告する。 

受託研究開発事業の収益の一部は公２事業区分に充当する。 

③ 事業費 

９，５００千円 

 

（２） 知的財産活用促進事業 

① 目的 

財団の保有する特許権等の知的財産権について、地域企業等への実施許諾を行い、

地域企業等の新技術・新製品開発を促進する。 

② 事業概要 

保有する知的財産権を広く紹介するとともに、特許権等の地域企業等への実施許諾

を行い、得られる事業収益の一部を公益目的事業に充当する。 

③ 事業費 

２４０千円 
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運営課題と今後の対応 
 

 

今後も続くとみられる日銀の低金利政策により、日本国債、地方債及び一般担保付社債等による

従来型の基金運用だけでは、十分な事業資金の確保を当面見込めない。こうした事業資金の大幅な

不足状態に対し、これまでは事業規模の縮小や積立資金の取り崩しで対応してきているが、これに

も限りがある。 

長期的に持続可能な事業運営基盤を構築するため、次の取り組みを継続して進めるものとする。 

 

 

① 基金の効率的な運用 

これまでの基金運用方法の検討結果に基づき、基金の適正な維持管理を図りつつ財産管理 

運用規定の範囲内で効率的な運用を行う。さらに、より効果的な運用方法の有無について調査・

検討を続ける。 

 

② 新たな外部資金事業の獲得及び収益事業の拡充 

研究開発から販路開拓、創業支援まで一貫して支援できる財団の強みを生かし、新たな外部

資金事業の獲得に努める。 

また、共同研究開発事業や受託研究開発事業の受入れ拡大を図る他、保有する知的財産権の

利用促進、実施許諾による実施料収入増を図るなど、事業収入の拡充を目指す。 

 

③ 賛助会員の増強 

賛助会員制度の周知・勧誘活動を継続して行い、道南地域はもとより広く道内外の企業にも

賛同いただくべく勧誘活動の強化に努め、会員の更なる増強を図る。 

 

④ 事業の安定的継続に向け関係自治体と検討 

道南地域の発展に資する使命のもと、公益財団法人として各種事業を安定的に継続する為、

北海道及び道南地域自治体とその財源・方策等について検討を行う。 

 

 


